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１．ログイン

１．ログイン



１．ログイン

 インターネット検索で「にしのみやスマート申請」と検索し、ホーム画面を表示します。
 初めて「にしのみやスマート申請」をご利用される方は「新規登録」を行ってください。
 登録後、「ログイン」からログインしてください。

新規登録の方法については、西宮市ホームページにて公開している「利用マニュアル」をご参照ください。
https://www.nishi.or.jp/shinseisho/nishinomiyasmart.html

https://www.nishi.or.jp/shinseisho/nishinomiyasmart.html


１．ログイン

 利用者ID（メールアドレス）とパスワードを入力することでログインできます。

申請状況のメール通知は、ログイン時に入力するメールアドレス宛に送付されます。
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２．申請



２．申請

 ホーム画面にて「手続き一覧（個人向け）又は（事業者向け）」をクリックしてください。



２．申請

 キーワード検索にて「風致」と検索し、申請する項目を選択してください。その後、各申請フォームの指示
に沿って申請してください。

風致条例の完了届提出及び完了検査の予約については、別冊子「完了検査予約マニュアル」を
ご参照ください。



２．申請

 各種申請後、送付完了のメールが届きます。（目安：申請して数分後）
 市担当者が申請を確認できましたら、受付した旨のメールが届きます。（目安：当日又は翌開庁日）

※下記メールは許可申請時の手続きです。

（例）申請書類の送付

（例）受付

自動送信専用メールですので、御用の際は開発審査課の風致担当までご連絡ください。



３．申請状況の確認
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３．申請状況の確認

 ページ右上の「名前」または、ホーム画面マイページの「もっと見る」をクリックしてください。



３．申請状況の確認

 「申請状況のお知らせ」をクリックしてください。



３．申請状況の確認

 申請状況が表示されます。



４．申請書の訂正

４．申請書の訂正



４．申請書の訂正

 市担当者が申請書を確認後、書類の訂正についてメールでお知らせします。（目安：申請後１週間前後）

（例）訂正の通知



４．申請書の訂正

 差戻しされた申請は「申請内容を修正してください」と表示されます。
 訂正・修正が必要な申請を選択してください。



４．申請書の訂正

 「申請内容の詳細画面へ進む」をクリックしてください。

ｃ



４．申請書の訂正

 差戻し理由で訂正内容を確認し、ページ下部の「申請内容を修正する」をクリックすると申請内容の訂正・
修正用ページに移ります。

差戻しによる再提出は、新規申請の申請フォームと異なりますので必ずこちらから作業してください。



４．申請書の訂正

 訂正・修正が終わりましたらページ下部の「申請する」をクリックし、申請してください。

ｃ



４．申請書の訂正

 申請後、訂正データの申請完了のメールが届きます。（目安：申請後数分）
 市担当者が申請を確認できましたら、受付した旨のメールが届きます。（目安：当日又は翌開庁日）

※下記メールは許可申請時の手続きです。

（例）訂正データの申請完了

（例）訂正の受付



５．許可書等の交付
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５．許可書等の交付

 許可等処理が完了した後、手続完了のメールが送付されます。（申請の種類によって内容が異なります。）
 開発審査課窓口で許可書等を交付致します。

（例）手続完了

【注意事項】
１．申請書の控え（副本）の交付はありません。
２．手続き完了メール受信後、書類の差し替え等はできません。

申請内容が変わる場合は変更の手続きをしてください。



５．許可書等の交付

 交付物

申請 交付物の有無 交付物 持参物

許可申請書 有 許可書 受領印
協議書 有 協議書 受領印
通知書 有 通知書 受領印
変更許可申請書 有 変更許可書 受領印
内容変更報告書 無 - -

着手届 無 - -

完了届 有※1 - 完了届
廃止届 有※1 - 許可書、許可申請書、

変更許可書、変更許可申請書
中止届 有※1 - 許可書、許可申請書、

変更許可書、変更許可申請書
住所氏名変更異動届 無 - -

※１手続き完了後、持参物をご用意の上窓口までお越しください。検査済印、廃止届済印、中
止届済印を押印いたします。


